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新年明けましておめでとうございます 

 新しい一年が始まりました。真っさらな気持ちで一年が始まり、学校中がぴかぴかした空気になっています。子ども達は各クラスで新年のめあ

てをたてたようです。学習のこと、生活のこと、習い事のことなど、めあては人によって様々ですが、このぴかぴかの気持ちを持ち続け1年後に

「できた！」と自信につながる一年にしたいものです。 

 さて、この通信は、本校のいじめ対策担当教員が発行していきます。子どものこと、学校のこと、いじめのことなど載せていこうと考えていま

す。子育ての一助になれば幸いです。 

 

★いじめ防止啓発月間★ 

 少し前の話になりますが、10月はいじめ防止啓発月間でした。その振り返りとして 11月に全校児童がいじめに関するビデオを視聴し、今ま

での自分の行動を見つめ直しました。真剣に視聴し、よりよい学校にするためにできることや、そのため自分の行動をどのように変えるかなど考

えました。（「学びと生活通信」でお知らせした活動のその後となります） 

☆こんなことは学校としていじめと捉えています☆ 

心のいじめ：グループに入れない      体のいじめ：たたく           持ち物のいじめ：持ち物を隠す 

      無視する                 ける                     持ち物を壊す 

      悪口を言う                体当たり                  本やノートを破く 

      悪口を書く   等            ズボンをずらす 等                     等 

 

インターネットのいじめ：ネット上のグループのメンバーに入れない          お金のいじめ：むりやり物を買わせる 

                ネット上に悪口を書き込む                         お金や物をうばう 

                見られたくない写真や動画を公開する                            等 

                または、公開するとおどす   等 

 

☆学習を終えて子ども達はこんな感想を持ちました☆ 

○からかっちゃだめ。おしちゃだめ。こころがいたくなるから。やさしくしないときらいになっちゃう。（1年） 

○いじめられている人を見かけたらたすけようと思いました。いじめないためにも、あたまにきてもたたいたりけったりしないで口で言おうと

思いました。（2年） 

○もしもわたしがいじめを見かけたら、やめさせてあげたいです。いじめというものは法律にいはんしていることをはじめてしりました。（3年） 

○嫌なことを言われたりされたりしたときに、やり返さずに「やめて」と言えるといいと思いました。あと、相手が「やめて」「いや」と言った

ら、すぐにやめて「ごめん」とあやまれるようにしたいと思いました。（4年） 

○いじめる人が「遊び」「じょうだん」などと思っていても、やられる人が「いやだな」と思っていたらいじめなんだと知りました。いじめは嫌

な思いをさせるので、絶対にしてはいけない。させてはいけない。（5年） 

○ふざけてやっていることがいじめにつながる。たとえ、ふざけてからかっているだけでも、その人にとってはいじめかもしれない。ずっとや

っていると嫌すぎて自殺するかもしれない。だから、絶対にやってはいけない。（5年） 

○いじめることは、法律で禁止されているって知らなかったので、びっくりしました。自分が遊びだと思っていても、その人がいじめだと思っ

ていたらいじめなんだとわかったので、相手のことにもしっかり気を配っていきたいです。（6年） 

○軽く「死ね」と言っている人がいたので、『人の命をなんだと思っているのだろう』と思った。でも、「死ね」といった人を注意できなかった

ので、自分も加害者側の人間だなって思った。いじめがあったらだれかに相談すべきだなって考えた。（6年） 

 

★学校⇔家庭★ 

  私が過去に関わったＡさんのことをお伝えします。Ａさんは、周りの子に手や足を出したり、暴言をはいたりすることの多い子どもでした。

学校では、嫌なことがあった時には、それをきちんとした言葉で伝えるよう指導し続けましたが、小学校卒業時までＡさんの暴力や暴言は収ま

りませんでした。 

先日、Ａさんの中学時代の担任の先生と話す機会がありました。Ａさんは、成人して東京で働いたのですが、暴力沙汰で仕事を辞めざるを得

なくなってしまったとのことでした。もし、小学校の時に正しい伝え方を身につけられていたなら、Ａさんの人生は変わっていたのかもしれな

いと思うと心が痛みました。 

和邇小学校では、人の体や心を傷つけた時には、加害・被害の両方の保護者へ連絡させていただいています。謝罪がすんで子ども同士が納得

していてもです。保護者に知っていただくことで、他者との関わり方について一緒に考えていただいたり、お子さんの様子を気にかけていただ

いたりでき、それがお子さんの人間形成に必要だと考えるからです。 

夕刻のお忙しい時間帯や夜遅くにご連絡させていただくかもしれず申し訳ございませんが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 
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